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はじめに

「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に

関する法律」（以下「特例法」という。）は平成28年10月に施行され、令和4

年10月現在においてちょうど6年が経過した。この間、同法に基づく共通

義務確認訴訟判決は4件下されているところ、立法当初はあまり予想され

ていなかったと思われる支配性要件をめぐっての（一部）訴え却下が相次

いでいる。中でも、東京高判令和3年12月22日判時2526号14頁1（以下「本

判決」という。）は、共通義務確認訴訟における初めての控訴審判決である

1	　本判決の評釈として、山本和彦・現代消費者法55号（2022年）77頁がある。
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ところ、支配性要件を欠くことを理由として2、訴えを全部却下した。

支配性の要件とは、特例法3条4項が「事案の性質、当該判決を前提と

する簡易確定手続において予想される主張及び立証の内容その他の事情を

考慮して、当該簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ

迅速に判断することが困難であると認めるとき」は「共通義務確認の訴え

の全部又は一部を却下することができる」と定めるところに依拠するもの

であるところ、「対象消費者の権利の確定について共通義務の存在が支配

的であるという意味」で支配性要件と呼ばれるという3。本要件の趣旨およ

び解釈をめぐっては議論があり、また、特例法に基づく訴訟においては、

本判決を含めて本要件が争点となっているものが目立つ。

そこで、以下では、まず本判決の事実概要と判旨を紹介した上で（一）、

2	　特例法に基づく共通義務確認訴訟は、一般の民事訴訟と同様の訴訟要件
を充足する必要があるだけでなく、共通義務確認訴訟に特有の訴訟要件と
して、①共通性の要件、②多数性の要件、③支配性の要件を充足しなけれ
ばならない。

共通性の要件とは、事業者の負うべき金銭の支払義務が「消費者に共通
する事実上及び法律上の原因」（特例法2条4号）に基づくものでなければ
ならないとするものであるところ、①個々の消費者の事業者に対する「請
求を基礎付ける事実関係がその主要部分において共通」であり、かつ、②
その「基本的な法的根拠が共通」であることをいうとされる。消費者庁消
費者制度課編『一問一答消費者裁判手続特例法』（商事法務・2014年）18頁
参照。

多数性の要件とは、消費者契約に関して「相当多数の消費者」（特例法2
条4号）に財産的被害等が生じていなければならないとするものであるとこ
ろ、本要件が課されるのは、個別の訴訟によるよりも特例法の定める訴訟
手続を活用した方が「審理の効率化が図られる」ことを要求する趣旨であ
るという（消費者庁・上記17頁）。このため、「相当多数」とは、「本制度を
用いて被害回復を図ることが相当かどうかを念頭に」判断され、一般的な
事案では「数十人程度」であれば本要件を充足するという（消費者庁・上
記17頁）。

3	　伊藤眞『消費者裁判手続特例法〔第2版〕』（商事法務・2020年）44頁。
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支配性要件をめぐる議論状況を確認し（二）、続いて特例法に基づく裁判

例を整理・分析し（三）、最後に本判決について検討を加える（四）。

一、東京高判令和3年12月22日判時2526号14頁の紹介

１．事実の概要

本件は、特定適格消費者団体であるX（原告・控訴人）が、暗号資産（仮

想通貨）に関する情報商材の販売会社Y1（被告・被控訴人）ならびに勧

誘の助長および商品内容の一部であるセミナー・合宿・サポート等の債務

の履行をなす個人事業主Y2（被告・被控訴人）に対して、特例法3条1項

4号に基づき提起した共通義務確認訴訟である。

本件で問題となった情報商材等の商品は、①Y2が出演している「仮想

通貨バイブル」DVD5巻セット、②同DVD5巻セットに加えて、Y2の開

設したSNSグループへの参加や各種セミナーにVIP席で参加できること

を特典内容とする「VIPクラスセット」（以下「VIPクラスセット」という。）、

③トレードの対象とする資産・フォローするトレーダー・期間・投資額・

投資限度額を設定すれば、フォローしたトレーダーの行う取引と同様の取

引を自動で行うことができる仕様の「ハイスピード自動AIシステム」の

提供と、Y2が開催する2日間の合宿への参加とその合宿後3ヶ月間SNSを

通じてY2に質問して回答が得られるというサービスの付帯した「パルテ

ノンコース」（以下「パルテノンコース」という。）の3種である。それぞれ

の販売価格（税込み）は、①が4万9800円または5万9800円、②が9万

8000円、③が49万8000円である。また、商品の購入者数は、①が約4000

人、②が約1500人、③が約1200人であった。

これら商品の販売・勧誘の手法は以下の通りである。まず、Y1は、平

成28年10月頃、商品①②の勧誘用のウェブサイトを開設して販売を開始

した。同ウェブサイトには、「参加者にわずか3ヶ月で16億円稼がせた“秘
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密の手続き”」・「実践者がたった半年ほどの間に16億円も稼いでしまった

日本初公開の最新の方法」・「塾生に3ヶ月で16億円稼がせたノウハウを完

全解説した『仮想通貨バイブル』を公開」などの勧誘文言が記載されてい

た他、VIPクラス特典について、セミナーにVIP席で参加することで仮想

通貨関連の要人から情報を得たり人脈を作ったりすることができるといっ

た謳い文句が並んでいた。続いて、Y1は商品①②の購入者に対して、商

品③パルテノンコースを案内する動画を公開した。この動画内で、Y2は

パルテノンコースについて、「金融系のシステムが世界で最も進歩してい

る国であるイスラエルのある企業との業務提携が実現し、日本初公開とな

るシステムを特別に提供することができるようになった」・「AI、つまり

人工知能、その名のとおり人工知能があなたの代わりにものすごいスピー

ドで資金を増殖させてくれる驚愕のシステム」・「あなたがハイスピード自

動AIシステムを使ってお金を稼ぐためにやることは簡単な初期設定だけ

です。初期設定さえ済ませてしまえばあとはAI、つまり人工知能にお任

せで大丈夫です。」などと説明した。さらに、これらインターネット上の

勧誘と並行して、平成28年12月4日に商品①の購入者向けに特別セミナー

を開催し、平成29年1月14日に商品②VIPクラスセット購入者を招待し

たY2のバースデーセミナーを開催した他、平成29年1月頃から2月頃、東

京都・大阪府・福岡県において、商品③パルテノンコースの購入者に向け

て、Y2らが講師を務める2日間の合宿セミナーを開催した。

Xは、本件各商品の内容や価格についてYらが虚偽又は実際とは著しく

かけ離れた誇大な効果を強調した説明をなしたと主張し、そして、かかる

説明は違法であり本件商品の効果や価値を誤信させて販売したものである

から不法行為に該当し、その不法行為により各消費者が売買代金相当額の

損害を被ったとして、特例法3条1項4号に基づき、不法行為を理由とし

た損害賠償請求に係る金銭の支払義務をYらが負うことの確認を求めた。
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一審（東京地判令和3年5月14日判時2526号20頁）4は、そもそも投資

により確実に稼ぐことができる方法があるとは容易に想定し難く「勧誘内

容を信じたことにつき過失相殺すべき事情がおよそないとはいえない」と

ころ、本件各対象消費者の過失の有無や過失相殺の割合は、「対象消費者

ごとに仮想通貨への投資を含む投資の知識、経験の有無及び程度、職務経

歴、本件各商品等の購入に至る経緯等の諸般の事情を考慮して認定、判断

することが必要」であって「本件訴訟において一律に判断ができるもので

はな」いから、「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切か

つ迅速に判断することが困難であると認めるとき」（特例法3条4項）にあ

たるといわざるを得ず、「支配性の要件が認められない」として訴えを却

下した。

そこで、Xは、①本件商品を購入するか否かの判断は、投資判断とは異

なり、投資の知識・投資経験の有無および程度・職務経歴等によって左右

されるものではないから、Yらの勧誘により購入の可否について合理的判

断を妨げられた本件対象消費者にはおよそ過失がないこと、②本件勧誘

は、故意不法行為であるだけでなく、消費者契約法における不実告知（4

条1項1号）・断定的判断の提供（同項2号）・不利益事実不告知（4条2項）

に該当する他、不当景品類及び不当表示防止法（以下「景表法」という。）5

条2号（有利誤認表示の禁止）違反、特定商取引に関する法律（以下「特

商法」という。）12条（誇大広告等の禁止）違反に該当し、極めて違法性の

高いものであるため、仮に対象消費者に過失があると認められる場合で

あったとしても過失相殺すべきでないこと、③仮に過失相殺を行う必要が

あるとしても、本件対象消費者はインターネットを通じて同一の内容の勧

誘を受けて本件商品を購入したものであるから、各消費者の個別性は乏し

4	　判決言い渡し前ではあるが、本件訴訟を提起した特定適格消費団体の訴
訟代理人による紹介論稿がある。瀬戸和宏「株式会社ONE	MESSAGEほか
1名に対する損害賠償請求事件」現代消費者法50号（2021年）12頁参照。
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く、過失の程度は本件対象消費者に基本的に共通であり、本件訴訟及び簡

易確定手続において過失相殺の割合について一律に判断することが可能で

あること、④個々の対象消費者について過失相殺の判断をするに際し個別

の事情を汲む必要があるとしても、対象消費者が陳述書等を提出すること

によって簡易確定手続における審理でも判断が可能であること、を理由と

して支配性要件を欠くことはないと主張して控訴した。

２．判旨5

控訴棄却。

①消費者に過失がなく過失相殺すべき事情がないとの主張について

「そもそも投資等により誰でも簡単に確実に稼ぐことができる方法があ

るとは容易に想定し難い上、対象消費者ごとに仮想通貨への投資を含む投

資の知識、経験の有無及び程度、職務経歴、本件各商品等の購入に至る経

緯等の事情は様々であることからすれば、本件各対象消費者において誰で

も簡単に確実に稼ぐことができる方法があるといった勧誘内容を信じたこ

とにつき過失相殺すべき事情がおよそないとはいえない。

確かに、本件各商品等の購入は投資そのものでなく、その購入に係る判

断もXが主張するように投資判断そのものではないものの、本件各商品等

の内容は投資等の方法に関するものといえるので、上記の諸事情により過

失相殺をすべき事情がおよそないとはいえないのは上記のとおりである。」

②	極めて違法性の高い勧誘であるから過失相殺すべきでないとの主張につ

いて

a）仮想通貨バイブルにおいて、仮想通貨を利用した利益を得る一般的

な方法等が説明されていること、b）VIPクラスセットやパルテノンコー

スの内容とされるセミナーがそれぞれ開催されていること、c）パルテノ

5	　以下の判旨引用文中の下線は全て筆者によるものである。
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ンコースの内容とされるハイスピード自動AIシステムが提供されている

ことを踏まえると、「Yらにおいておよそ架空の取引を勧誘したというも

のではなく、本件各商品等の提供が一定程度認められることからすれば、

X主張の消費者契約法4条1項1号等のなかに本件商品等に係る消費者契

約に適用がされる条項が含まれるとしても、本件各対象消費者に過失があ

ると認められる場合であっても過失相殺をすべきではないというほどまで

Yらの不法行為の違法性が重大であるとはいえない」。

③消費者の過失に共通性があり一律の判断が可能であるとの主張について

「本件各対象消費者の過失の有無や過失相殺の割合については、対象消

費者ごとに仮想通貨への投資を含む投資の知識、経験の有無及び程度、職

務経歴、本件各商品等の購入に至る経緯等の諸般の事情を考慮して認定、

判断することが必要であり、個々の対象消費者ごとに異なるというべきで

あるから、Xが主張するようにインターネットを通じて同一の内容の勧誘

を受けて本件各商品等を購入したことを考慮するとしても、その過失の有

無及びその割合は異にするというべきであるので、本件訴訟及び簡易確定

手続において一定の割合の過失相殺を一律に判断することができるとはい

うことができない。」

④簡易確定手続においても審理可能であるとの主張について

「確かに、本件各商品等のうち、DVDである仮想通貨バイブルについて

は、インターネットを通じて同一の内容の勧誘を受けて購入したものであ

るため、仮想通貨バイブルの購入に至る経緯は対象消費者に基本的に共通

しているといえるものの、パルテノンコースについては、仮想通貨バイブ

ル及びVIPクラスセットの購入者を対象として販売したものであり、各対

象消費者の仮想通貨バイブルに対する評価等を含めパルテノンコースの購

入に至る経緯等は対象消費者ごとに様々なものがあると想定され、また、

VIPクラスセットの購入についても、…VIPクラスの内容に鑑みれば、そ

の購入に至る経緯等にも個別性が強いと想定される。そして、パルテノン

コース及びVIPクラスセットの購入に至る経緯のみならず、仮想通貨への
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投資を含む投資の知識、経験の有無及び程度、職務経歴等については、陳

述書等のみから類型的に認定することは困難であると解される」。

「なお、仮に、仮想通貨バイブルについては、投資の知識、経験の有無

及び程度等について陳述書等から類型的に認定して過失相殺の有無及び過

失相殺の程度を判断することが困難であるとまではいえないとしても、…

そもそも投資等により誰でも簡単に確実に稼ぐことができる方法があると

は容易に想定し難いことに加え、仮想通貨による稼ぎ方に関する情報が仮

想通貨バイブルの販売当時に一般に知れ渡っていない状況にあったとうか

がわれることに照らせば、仮想通貨バイブルを購入した動機は、Yらから

の勧誘により対象消費者が誰でも簡単に確実に稼ぐ方法があると誤信した

場合のほかに、そのような誤信をせずに、単に仮想通貨による稼ぎ方に興

味を抱いた場合なども想定される。そうすると、仮にXが主張するように

仮想通貨バイブルの勧誘が不法行為となるとしても、その対象消費者ごと

に当該不法行為により当該対象消費者が誰でも簡単に確実に稼ぐ方法があ

ると誤信したかどうか、すなわち因果関係の存否についても、Yらが争っ

ているため、それぞれ個別に審理する必要があり、陳述書等により類型的

に判断することは困難であると解される。」

⑤結論

以上①～④より、「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適

切かつ迅速に判断することが困難であると認められるとき」（特例法3条4

項）にあたるといわざるを得ず、「本件訴えは、いずれも支配性の要件を

欠いているので、その余の要件につき検討するまでもなく、不適法である」

から、「これと同旨の原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから

これを棄却する」。
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二、支配性要件をめぐる議論

１．確認の利益との関係

特例法の制度目的は、①第一段階たる共通義務確認訴訟における認容判

決を、第二段階の簡易確定手続に参加する消費者にも及ぼすという「既判

力」を通じて、相当多数の消費者被害を「一回的」に解決できること、②

簡易確定手続において、「簡易」という名前の通り、証拠調べを書証に限

定するなど簡易な手続で消費者の債権の存否・内容を確定することで、

「迅速に」消費者被害を解決できること、の2点において「実効的」な「被

害回復を図ること」にある。翻って、特例法3条4項の定める「簡易確定

手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困

難」な場合は、共通義務確認訴訟において本案判決を下しても「実効的」

な被害回復が期待できないから、本制度から除外する趣旨であるという説

明がなされる6。

要するに「一回的・簡易・迅速」に紛争解決が図られるという本制度を

利用することに意義があるかどうかという点に着眼するものであるとこ

ろ、これは訴訟要件の一つである「確認の利益」の観点から、支配性要件

が課せられる趣旨を説明づけるものである。すなわち、通常の民事訴訟に

おいて「確認の利益」とは、原告の権利または法的地位に危険・不安が現

に存在し、その危険・不安を除去する方法として「確認判決が有効・適切」

であることと一般的に説明されるところ7、特例法による共通義務確認訴訟

においては、「多数の消費者の財産的被害等を一回的・簡易・迅速に回復

する方法として、共通義務確認訴訟における本案判決が下されることが、

6	　消費者庁・前掲注（2）36頁。山本和彦『解説消費者裁判手続特例法〔第
2版〕』（弘文堂・2016年）110頁・163–164頁、町村泰貴『詳解消費者裁判
手続特例法』（民事法研究会・2019年）68頁も同旨。

7	　新堂幸司『新民事訴訟法〔第6版〕』（弘文堂・2019年）269–270頁、伊藤
眞『民事訴訟法〔第7版〕』（有斐閣・2020年）189頁等参照。
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有効・適切であること」と言い換えることができよう8。もっとも、支配性

要件は確認の利益の文脈において理解されるものとしても、同要件の機能

する場面や充足性判断をめぐっては、見解の相違があるように思われる。

２．支配性要件の機能する場面

（１）立案担当者の見解

立案担当者は、特例法3条4項の言う「簡易確定手続において…適切か

つ迅速に判断することが困難」な場面として、「個々の消費者の損害や損

失、因果関係の有無等を判断するのに、個々の消費者ごとに相当程度の審

理を要する場合」があたると考えられるとする9。そして、その具体例の一

つとして、不当勧誘事案について「違法性の程度がそれほど重大なもので

ないため、過失相殺が問題になる場合であって個々の消費者ごとの過失相

殺についての認定判断が困難な場合」を挙げる10。また、特例法3条2項に

おいて、①拡大損害（1号・3号）、②逸失利益（2号・4号）、③人身損害（5

号）、④慰謝料（6号）が11、共通義務確認訴訟の請求対象外の損害とされ

8	　町村・前掲注（6）65頁は、支配性要件は「共通義務確認訴訟独自の確認
の利益を定めたもの」とみることができるという。対して、山本・前掲注

（6）163–164頁は、特例法は「定型的な確認の利益の存在を前提に訴えを法
定」したものであって確認の利益は「原則として肯定」されているが、そ
の上で支配性要件は個別事案において確認の利益を欠くものを排除する趣
旨であるとする。山本教授の立場については、後述2.（2）で検討する。

9	　消費者庁・前掲注（2）36頁。
10	　消費者庁・前掲注（2）37頁。
11	　ただし、慰謝料については、特例法の令和4年改正（令和4年法律第59号

に基づく改正）によって、①財産的損害と併せて請求する場合（3条2項6
号イ）、②事業者の故意によって発生した場合（同号ロ）には、請求可能と
なった。同改正の概要については、伊吹健人ほか「消費者裁判手続特例法
改正の概要」NBL1224号（2022年）75頁以下参照。なお、本稿で掲げる特
例法の条項の番号は、特に断りのない限り改正後のものを用いる。
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る理由の一つとして、これらの損害が「因果関係や損害の認定において個

別性が高く、類型的に支配性の要件を欠く」ものであることを挙げる

が12、同項と3条4項の支配性要件の関係性はいかなるものであるのか、体

系的整理は十分になされていない。

これに対し、「手続保障の確保」という民事訴訟制度の原則から、支配

性要件は確認の利益を欠く場合を除外する趣旨であることを説明するだけ

でなく、支配性要件を特例法制度の中に体系的に位置づけることで、同要

件の機能する場面を確定すると共に充足性の判断基準を明確にするのが、

次にみる山本和彦教授の見解である。

（２）山本和彦教授の見解

まず、特例法においては共通義務確認訴訟における敗訴判決の効力が対

象消費者に及ぶことがないことから、「実質的な片面的拡張」を認めてい

るところ13、かような「武器対等の原則に対する例外」は、①「原告側（対

象消費者）の権利救済のための本制度の必要性」と②「被告側（事業者）

の手続保障の観点からの本制度の許容性」という2つの観点から正当化が

図られるとする。すなわち、既判力の片面的拡張は、一方で、消費者によ

12	　消費者庁・前掲注（2）30頁。なお、もう一つの理由は、第一段階の手続
である共通義務確認訴訟において、「消費者の被害額についておおよその見
通しを把握」できるもの、すなわち「係争利益がおおむね把握可能」なも
のに損害を限定することで、被告事業者に「十分な攻撃防御」の機会を確
保するためと説明される。

13	　特例法10条は、共通義務確認訴訟の「確定判決」は、当該共通義務確認
訴訟の当事者だけでなく、①それ以外の特定適格消費者団体と②共通義務
確認訴訟における対象消費者のうち簡易確定手続における債権届出をなし
た消費者（届出消費者）に及ぶと定める。このように、消費者に対して判
決効が及ぶのは、あくまで簡易確定手続における債権届出をなした者に限
られるところ、特定適格消費者団体が敗訴した場合には簡易確定手続が開
始されない（特例法13条）ため、そもそも敗訴判決の効力は消費者に及び
得ない。消費者庁・前掲注（2）50頁・52頁参照。
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る「個別提訴の実際上の困難性」という消費者被害の特徴故に、「裁判を

受ける権利」という「対象消費者の手続保障」の観点からその必要性が説

かれると共に、他方で、既判力の片面的拡張という被告事業者にとっての

不利益が許容されてもやむを得ないといえるほどに「被告事業者の手続保

障」がなされていることが必要となるところ、被告事業者が「係争利益（敗

訴することにより失われる経済価値の総額）について予測が可能」であれ

ば、どの程度のコストをかけて防御活動をするか決定できるため、特例法

においては、かかる「被告の予測可能性」を確保するための仕組みが講じ

られているという14。

例えば、特例法が、3条1項においてあらかじめ適用対象となる請求を

限定列挙した上で、3条2項において特定の損害を除外しているのは、①

同項の損害類型は当該消費者契約で負担した債務や受領した金銭を超えて

発生するものであるから、被告事業者にとって係争金額の見通しが困難と

なり十分な防御活動が行えないおそれがあること（上記「被告側（事業者）

の手続保障の観点からの本制度の許容性」という点）、②同項の損害類型

は個別の事情に関わる部分も大きく個別審理に委ねざるを得ず、迅速・適

切な紛争解決という特例法の目的を定型的に達成し難いこと（上記「原告

側（対象消費者）の権利救済のための本制度の必要性」という点）、から

適用対象外としたものと考えることができるという15。

そして、3条1項の適用対象となる請求であって2項の除外対象となら

ない請求は「原則として本制度の対象となる」ところ、3条4項の支配性

要件は、この「例外として」裁判所の判断によって「個別的に」さらに本

制度の適用対象から排除することを可能にしており16、その趣旨は、特例

14	　山本和彦『民事訴訟法の現代的課題』（有斐閣・2016年）461頁以下、特
に463–465頁。

15	　山本・前掲注（6）104–105頁。
16	　山本・前掲注（6）109–110頁。



65法政理論第55巻第3号（2022年）

法は「定型的な確認の利益の存在を前提に訴えを法定したもの」であって

確認の利益は「原則として肯定」されているが、「個別の事案」に応じて

確認の利益を欠くものを個別的に除外する余地を認めるものと解されると

いう17。その際、確認の利益を欠くかどうかの判断にあたっては、①被告

事業者の予測可能性と②裁判所・被告の審理負担という点への「配慮」が

必要となるとする。より具体的には、①については、「被告が共通義務確

認訴訟にどの程度の資源をあげて防御すればよいかを判断できる程度に、

そのおよその係争金額が第1段階の時点で把握できる必要がある」18とする

（上記「被告側（事業者）の手続保障の観点からの本制度の許容性」とい

う点）。②については、「対象消費者が個別訴訟を提起した場合の負担の総

和よりも、相当程度（この制度の存在を認めるに値する程度）審理負担が

軽減される」19か否かを考えるべきであるとする（上記「原告側（対象消

費者）の権利救済のための本制度の必要性」という点）。ただし、かかる

個別排除の場面であっても、「第2段階の審理の工夫によって対応」がで

きる場合もあることから「過度に厳格にこの要件を運用することは相当で

な」いと主張される20。

以上要するに、特例法は、個別提訴の困難性という消費者被害の特徴に

鑑み、既判力の実質的な片面的拡張を認める特例的な制度を構築するとこ

ろ、本制度を利用することで有効・適切に紛争解決が図られる場合に限定

して請求権を法定しているものであるため、3条1項所定の要件を充足し、

かつ、同条2項の除外対象の損害に該当しない請求にあっては、「確認の

利益」があると一般的に措定されることになるが、当該事案の下でなお確

17	　山本・前掲注（6）163–164頁。また、山本教授は、支配性要件が共通性
要件や多数性要件と異なり消極要件として規定されていることに注意を促
す（山本・前掲注（1）「判批」80頁および79頁の〔注2〕）。

18	　山本・前掲注（1）「判批」79頁、同・後掲注（23）「判批」85頁。
19	　山本・前掲注（1）「判批」80頁、同・後掲注（23）「判批」86頁。
20	　山本・前掲注（6）111頁。
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認の利益を欠く場合を裁判所の判断で個別的に除外するのが支配性要件の

機能であると解されることとなる。従って、①「原告側（対象消費者）の

権利救済のための本制度の必要性」と②「被告側（事業者）の手続保障の

観点からの本制度の許容性」という2つの観点から既に一般的には確認の

利益ありと認められる請求について、改めて当該事案の下で再び①②の観

点から「適切かつ迅速に判断することが困難」とまでいえるか判断するこ

とになるため、支配性要件の機能する場面はあくまで限定的なものとして

運用されるべきという主張に帰着する。

３．特例法令和4年改正に向けた見直し

このような支配性要件の限定的な解釈運用については、立法当初より、

理由は異なるものの様々に主張されるところであった21。そして、特例法

は、その附則第5条により、施行から3年経過後における「見直し」が予

定されていたところ、令和3年3月に「消費者裁判手続特例法等に関する

21	　伊藤・前掲注（3）45頁は、「多数性や共通性の要件と異なって、支配性
の要件は、共通義務確認訴訟手続そのものというよりは、後続の簡易確定
手続の審理の状況を想定したものであるから、支配性の要件欠缺を理由と
して訴えの全部又は一部を却下するのは、あくまで例外的な場合にとどま
ろう」としている。町村・前掲注（6）68頁は、「支配性を厳しく要求すれば、
本制度の存在意義を失わせることにもなりかねない」とする。実務家の立
場として、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編『コンメンタール消
費者裁判手続特例法』（民事法研究会・2016年）95頁は、特例法3条2項が

「支配性の観点から、あらかじめ政策的に一定の請求を本制度の対象外と定
めていることから」、支配性要件を定めた同条4項に基づき「裁判所の判断
により支配性を欠くとして却下される事案は、極めて限定されたものにな
ると考えられる」とする他、96頁では「簡易確定手続において人証調べ等
を経ることなく判断できるような工夫が一定程度可能であることからする
と、支配性の要件を欠くとして全部ないし一部の却下となる事案は極めて
例外的なものになると考えられる」とする。
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検討会」が立ち上げられ、同年10月に『報告書』が公表され、同報告書

を基に特例法令和4年改正が実現したところである。同報告書の中で、支

配性要件については、次のような考え方が示された。

支配性要件は、「3条第1項において対象となる請求であって、かつ、同

条第2項において対象外とならないものは、一般的には支配性があるとい

えることを前提に、その上で、個別事案によって簡易確定手続において対

象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認め

られる場合をいわば例外的に除外するために設けられている」と考えられ

ることから、「当該要件について過度に厳格に運用する」ことは「相当で

はなく」、「簡易確定手続における対象債権の存否及び内容についての審理

が個別事情に係っている場合であっても、そのことのみによって除外すべ

きではなく、簡易確定手続における審理の工夫等によっても、なお適切か

つ迅速に判断することが困難であると認められる場合に限って支配性の要

件に基づき制度の対象外とされるべきと考えられる」としている22。

報告書は、特例法施行後の実際の運用状況を踏まえて「当該要件の意議

とその該当範囲を示すことが今後の制度運用に資すると考えられる」とし

て、法規定の改正ではなく、解釈運用指針の明確化による対応を提案する

ものとして、上記「支配性要件の考え方」を示したところである。それで

は、実際の裁判において、支配性要件はどのように運用されているのであ

ろうか。

三、裁判例

以下では、まず本判決以前に下された3件の共通義務確認訴訟について

事実概要と判旨を紹介し、続いて本判決を含めて裁判例を簡単に整理・分

22	　消費者裁判手続特例法等に関する検討会『報告書』（令和3年10月）17頁。
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析する。その上で、本判決についての詳細な検討は章を改めて四で行うこ

ととする。

１．事実概要と判旨の紹介

（１）�東京地判令和2年3月6日判時2520号39頁 23：一部認容・一部却下

（確定）

Y大学の医学部の入学試験において、受験生の性別・浪人年数・受験資

格等の属性を理由とした得点調整が行われていたことが明らかになり、

「医学部不正入試事件」として大きな社会問題となったところ、本件は、

特例法適用第1号事件としても注目を集めた事件である。

Y大学の行っていた得点調整とは、例えばある年度においては、男性受

験生には5点を、一浪の男性受験生には4点を、二浪の男性受験生には3

点をそれぞれ加点する一方で、女性受験生・三浪以上の男性受験生・日本

の高等学校等を卒業した以外の受験資格による受験生には加点をしないと

いうものである。そして、このような得点調整を行うことは受験生に事前

に公表されてはいなかった。そこで、特定適格消費者団体Xは、このよう

な受験生の属性を理由とした得点調整を行なうことを募集要項等において

事前に説明していないことは違法であり不法行為にあたるとして、特例法

3条1項5号（当時。現行法の3条1項4号）に基づき、①受験費用（入学検定

23	　本件評釈として、松田知丈・NBL1167号（2020年）50頁、西山千絵・法
セ794号（2021年）122頁、𠮷田仁美・ジュリ臨増1557号〔令和2年度重判〕

（2021年）12頁、山本和彦・現代消費者法53号（2021年）82頁、大澤逸平・
専修大学法学研究所紀要47号〔民事法の諸問題16〕（2022年）69頁がある。
また、本件訴訟を提起した特定適格消費者団体の訴訟代理人による紹介ま
たは論稿として、佐々木幸孝・消費者法ニュース123号（2020年）114頁、
白井晶・消費者法ニュース124号（2020年）173頁、鈴木敦士「東京医科大
学に対する入試差別に関する損害賠償請求事件」現代消費者法50号（2021
年）4頁がある。
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料・受験票送料・送金手数料・出願書類郵送料）、②受験に要した旅費・

宿泊費について、不法行為に基づく損害賠償請求に係る金銭の支払義務を

負うことの確認を求めた。

まず、訴訟要件の充足について、共通性要件および多数性要件について

は認容したが、支配性要件について、因果関係と損害の審理の点で支配性

を欠くか否か問題となった。ただし、因果関係につき支配性を欠くかにつ

いては、本案審理の部分で併せて判断するとした。損害については、損害

項目①受験費用は、「その費用が定型的であり書証による審理が容易であ

るから、支配性に欠けることはない」としたが、損害項目②旅費・宿泊費

については、次の理由から「支配性が認められない」として訴えを却下し

た。すなわち、a）航空機の運賃や宿泊料の料金設定は事前予約の時期等

により様々あり個別性が高く、交通機関・ホテルの料金表といった一般的

資料による立証には限界があること、b）消費者の居住地や交通事情によ

り、旅費・宿泊費の支出につき相当因果関係があるか否か左右されるこ

と、c）交通機関の座席やホテルの部屋の種別、付き添い者の同宿の有無、

宿泊費に食事代が含まれているか等、相当因果関係の有無を判断する必要

性があること、d）受験シーズンに上京して一定期間ホテルに連泊して複

数の大学を受験する者が相当数いると推測されるところ、この場合の旅

費・宿泊費について相当因果関係があると言えるのか、滞在日程の再現を

含め審理することが必要となることから、「個々の消費者の個別の事情に

相当程度立ち入って審理せざるを得ない面があり、書証の取調べ以外の立

証方法が予定されていない簡易確定手続において、内容を適切かつ迅速に

判断することは困難」とした。

続いて本案の審理に進み、「学生募集要項やアドミッション・ポリシー

等により」受験生の「属性を入学試験の評価において考慮する旨を告知す

べき信義則上の義務を負う」のが相当であり、「告知を行わず、密かに本

件得点調整を行なっていたこと」は「不法行為上違法」であるとした。そ

して、一般的に大学受験において受験生は当該大学への入学資格を得るこ
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とを目的とすることが「公知の事実」であるから、対象消費者の大部分は、

本件「得点調整が事前に判明していれば、Y大学に出願しなかったものと

推認するのが相当」であるとし、本件試験の受験自体に要す費用である損

害項目①受験費用は説明義務違反との間に因果関係が認められるとした。

このことから、因果関係をめぐる支配性要件について、Yが「個々の受験

生の主観を審理する必要があり…反対尋問が必須」であるから簡易確定手

続での審理は困難との主張をなしたのに対して、「対象消費者の大部分に

とっては、出願回避の選択につき合理性がある」ものと考えられるから、

簡易確定手続においては、被告がこれを覆すような事情を主張してその有

無を審理することとなり、「網羅的に対象消費者の尋問が必要になるとは

考え難い」ため、支配性を欠くと解することはできないとした。

以上より、損害項目①受験費用に係る不法行為に基づく損害賠償の支払

義務を負うことは認めたが、損害項目②旅費・宿泊費に係る同請求は支配

性要件を欠くため訴え却下となり、Xの請求は一部認容・一部却下となっ

た。

（２）�さいたま地判令和3年2月26日LEX/DB文献番号2559095624：認

容（確定）

特定適格消費者団体Xが、「七福神」という屋号で給与ファクタリング

業を営む事業者Yに対して、Yが給与ファクタリングと称して無登録で貸

金業を営んで、利息制限法および「出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律」（以下「出資法」という。）に定める上限利率を超過する

利息を消費者から収受したことが不法行為にあたるとして、特例法3条1

項4号（注：消費者とYとの契約が、民法改正に伴う特例法改正の施行前に締結さ

24	　本件訴訟を提起した特定適格消費者団体の訴訟代理人による論稿として、
長田淳「給料ファクタリング事業者に対する集団的消費者被害回復請求事
例報告」現代消費者法50号（2021年）16頁がある。
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れている場合には、旧特例法3条1項5号）に基づき、不法行為を理由とした損

害賠償請求に係る金銭の支払義務を負うことの確認を求めた事案である。

給与ファクタリングとは、消費者に翌月支給される分の給与債権を、当

該事業者が定める買取り手数料を控除した額で買い取って、その買取り代

金を消費者に振り込み、消費者は給与日に支給された給与を当該事業者に

振り込むという仕組みであるところ、ここでの「買取り手数料」が法外な

額に設定されていることがほとんどである。これは民法上の債権譲渡と称

して利息制限法や出資法の上限金利規制の適用逃れを画策するものである

ところ、令和2年3月、金融庁が、給与ファクタリングは貸金業法2条1項

の「貸金業」にあたるとの見解を示し、これ以降、無登録営業による貸金

業法違反や法外な手数料が出資法の超高金利規定違反であることを理由

に、逮捕される業者が相次いでいる。また、全国で給与ファクタリング業

者に対する不当利得返還請求・損害賠償請求等の一般の民事訴訟が複数提

起されている25。

本件において、裁判所は、全ての訴訟要件の充足を認め、本案審理にお

いてもXの請求を認容した26。

訴訟要件のうち支配性要件については、「本件対象消費者ごとに損害額

が異なるが、…消費者からYへの金銭の支払は銀行振込方式によるために

通帳、振込履歴等の証拠が想定できることから、損害の審理について審理

25	　本件共通義務確認訴訟の被告となったYを相手にした不当利得返還請求
の集団訴訟（東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・香川県に住む9名の原
告）が東京地裁に提起されている他、大阪で原告8名が給与ファクタリング
業者7社を相手取った集団訴訟も提起されている。消費者法ニュース124号
142頁以下参照。

26	　ただし、Yは口頭弁論期日に出頭せず、答弁書・準備書面を提出していな
い「欠席判決」であったことに留意する必要がある。なお、Yの代表取締役
およびYの関係者は、訴訟係属中に逮捕されていたようである。長田・前
掲注（24）19頁および朝日新聞令和3年1月14日夕刊「出資法違反容疑で7
人逮捕」参照。
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を適切かつ迅速に進めることが困難であるとはいえない」から「支配性が

認められる」とした。

本案審理では、Yの営む給与ファクタリングは貸金業法2条1項および

出資法5条にいう「金銭の貸付け」にあたると解するのが相当とした上で、

「月利10%（年利120%）超の利息を定めて金銭を貸し付け、本件対象消費

者から元本及び利息の返済を受けることになるから、…利息制限法1条所

定の利息を超過し、出資法5条3項の定める年109.5%を超過するもので

あって、公序良俗に反する暴利として違法な行為」であり、本件対象消費

者はYに対して「支払った金銭全額」の損害を受けたと認められるから、

「不法行為が成立」するとした。

（３）�東京地判令和3年9月17日裁判所ウェブサイト 27：一部認容・一部却

下（確定）

上記裁判例（1）とは別の大学の医学部不正入試事件である。本件Y大学

においては、合否判定基準の中に性別や浪人年数を持ち込み、女性および

多浪生を不利に扱っていた。例えば、学力試験の得点順に受験生をグルー

プ化した上で、学力試験が201位から300位に属する者のうち、男性・三

浪・調査書C（注：出身高等学校等が作成する調査書における学習成績概評）以

下の者および女性・二浪・調査書C以下の者は不合格とする、などとして

いた。そこで、特定適格消費者団体Xが、受験生の性別や浪人年数の属性

を不利益に取り扱う合否判定基準を用いることを、学生募集要項等におい

て事前に明らかにすべき義務に違反したことが違法であるとして、特例法

3条1項4号に基づき、①受験費用（入学検定料・送金手数料・郵送料）、

②受験に要した旅費・宿泊費について、Yが不法行為に基づく損害賠償請

27	　本件訴訟を提起した特定適格消費者団体の訴訟代理人による論稿として、
鈴木さとみ「順天堂大学に対する入試差別に関する損害賠償請求事件」現
代消費者法50号（2021年）8頁がある。
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求に係る金銭の支払義務を負うことの確認を求めた。

裁判所は、裁判例（1）と同様に、損害項目①受験費用に係る請求は認容

したが、損害項目②旅費・宿泊費については支配性要件を欠くとして訴え

を却下した。

まず、本案前の審理において、損害項目②につき支配性要件が欠けると

した理由は、裁判例（1）と同様であるため省略する。また、因果関係の点

で支配性が欠けるかについては本案で言及しているため後述する。

本案の審理では、「本件判定基準を用いたことは、社会通念上相当とは

認められない差別的な取扱いであり」、Yは「学生募集要項やアドミッショ

ン・ポリシー等により…本件判定基準を用いることを事前に明らかにすべ

き信義則上の義務」を負うところ、「かかる義務に違反して、事前に明ら

かにすることなく、本件判定基準を用いて…試験を実施したこと」は「不

法行為を構成」するとした。そして、「本件判定基準が事前に明らかにさ

れていれば、一般的に、本件対象消費者は本件試験に出願しなかったとい

える関係があるものと認めることが相当」であるとして、損害項目①受験

費用はYの不法行為との間に因果関係が認められるとした。その上で、支

配性要件について、簡易確定手続においては、「『個々の消費者の事情』と

して、本件判定基準が事前に明らかにされていたとしてもなお、本件試験

に出願したと認められるような特別な事情があるか否かについて、対象消

費者の陳述書等を基に判断すれば足りる」から、支配性を欠くことはない

とした。

２．分析

（１）支配性の対象

まず、そもそもいかなる点について支配性が問題となったのか整理す

る。本判決を含めて全ての裁判例が不法行為に基づく損害賠償請求に係る

金銭支払義務の確認を求める訴訟であったところ、医学部不正入試事案の
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裁判例（1）（3）においては、因果関係と損害のそれぞれで支配性が問題と

なった。給与ファクタリング事案の裁判例（2）においては、損害について

の支配性が問題となり得たところ28、「通帳、振込履歴等の証拠が想定でき

る」ことを理由に支配性が認められるとした。本判決では、補足的に因果

関係の点でも支配性が問題となっているが、主たる争点は過失相殺に関し

てである。そうすると、これまでの裁判例においては、不法行為を理由と

した損害賠償債務の「成立要件」である「損害の発生」・「因果関係の存在」

について支配性が問題となっていたところ、本判決では、実体法的にみれ

ば、成立要件を充足して損害賠償債務が確定した上での後処理の場面であ

る「賠償額の減額調整」たる「過失相殺」について支配性が問題となった

のであり、実体法上のいかなる争点に関して支配性が問題となったのかと

いう点で相違がある。

（２）充足性判断における考慮要素

次に、支配性要件の充足性判断をめぐって、裁判所は具体的にどのよう

な点を考慮しているか整理する。簡易確定手続において、債権届出団体

（特定適格消費者団体）が、届出債権に対する被告事業者の認否について

争う申し出をなしたとき、裁判所は「簡易確定決定」をしなければならな

いところ（特例法47条1項）、この簡易確定決定のための審理において、

裁判所は「当事者双方を審尋」するが（同条2項）、証拠調べは「書証に

28	　欠席判決であるため被告事業者が支配性を争ったわけではないが、立案
担当者の解説において、支配性を欠く例として、利息制限法違反の超過利
息についての過払金返還請求であって、個々の消費者の借入額や返済額と
いった貸し借りの具体的内容によって過払金の額が異なる場合が挙げられ
ている（消費者庁・前掲注（2）37頁）ことから、理由付けを丁寧に判示し
たのではないかと推測される。なお、消費者庁の上記解説に対しては、町
村・前掲注（6）69頁、日弁連・前掲注（21）97–98頁等において、貸金業
者の保有している「取引履歴」を提出させることで過払金額の算定は可能
であって審理が困難とは言えないと批判されている。
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限り」することができる（48条1項）と定められていることから、いずれ

の裁判例においても、書面審理で完結するかどうかという点が重視されて

いる。

まず、損害賠償の「金額」にかかわる項目について支配性が問題となっ

た場合をみてみよう。例えば、旅費・宿泊費が損害として認められるかに

ついて支配性が問題となった裁判例（1）（3）では、それらの金額の確定にあ

たって、①各消費者の陳述書、②一般的資料による立証では足りず、各消

費者の個別事情に立ち入って相当程度審理しなければならないことから審

理が困難であるとした。他方で、受験費用については、「費用が定型的で

あり書証による審理が容易」であるから支配性があるとした。また、損害

額の確定にあたって支配性が問題となり得た裁判例（2）では、通帳・振込

履歴等の証拠書類が想定されるため支配性は認められるとした。過失相殺

が問題となった本判決でも、「陳述書等のみから類型的に認定することは

困難」であることが理由として挙げられている。

これに対し、因果関係という損害賠償「義務の存否」に関わる支配性を

めぐる点では、書面審理が可能かという点に鑑みつつ、やや異なった理由

付けが採用されている。通常、不法行為に基づく損害賠償請求の場合、因

果関係の有無は積極要件であるから損害賠償請求する側すなわち原告特定

適格消費者団体に主張立証責任がある。このとき、不正入試事案の裁判例

（1）（3）においては、もし差別的な得点調整や合否判定基準が明らかにされ

ていれば受験しなかったであろうという関係が一般的にあると認めるのが

相当であるから、簡易確定手続では、大多数の消費者は「陳述書等の提出」

で足り、上記関係を覆す特別な事情がある消費者のみ尋問すればよいの

で、審理が困難とは認められないとしている。ポイントは、大多数の消費

者については基本的に因果関係の成立が予想され、因果関係が否定または

争われるのは少数の消費者であるから、審理の負担は大きくはならないで

あろうという予測の下に、支配性があるとされている点である。本判決で

は、逆に、消費者の本件商品を「購入した動機」が様々なものが考えられ
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るとし、このため因果関係の審理が個々に必要になり裁判所の審理負担が

大きくなると判断したものである。

四、本判決の検討

１．本件商品の特徴

まず、本件商品は「暗号資産（仮想通貨）取引」のノウハウを教えると

いう「情報商材」であるところ、①暗号資産（仮想通貨）取引市場の未成

熟、②情報商材という商品およびその販売勧誘の特徴に鑑みると、そもそ

も過失相殺すべき事案ではないと言えるのではないか。

（１）暗号資産（仮想通貨）取引市場の成熟性

本判決は、「本件各商品等の購入は投資そのものでなく、その購入に係

る判断もXが主張するように投資判断そのものではないものの、本件各商

品等の内容は投資等の方法に関するものといえる」から「誰でも簡単に確

実に稼ぐことができる方法があるといった勧誘内容を信じたことにつき過

失相殺すべき事情がおよそないとはいえない」とする。

確かに、一般の民事訴訟において、投資取引をめぐる不当勧誘事案では

過失相殺がしばしばなされる29。これは、投資取引においては「自己決定

―自己責任」の原則が妥当し、証券会社・銀行等の従業員による説明義務

違反・断定的判断の提供・適合性原則違反・過当取引等の不適当な勧誘が

あったとしても、勧誘言辞を安易に信じた顧客にも一定の落ち度があると

29	　投資取引をめぐる裁判例における過失相殺の問題を研究する論稿は枚挙
にいとまないが、近時のものとして、王冷然「投資取引損害賠償と過失相
殺に関する一考察（1）～（4・完）」南山法学41巻3=4号327頁、42巻2号
89頁、42巻3=4号331頁、45巻3=4号423頁（2018年～2022年）参照。
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いう理屈がとられるからである。ここで重要なのは、自分で決めたのだか

らその者に責任が帰属するという「自己決定―自己責任」の原則が妥当す

るためには、そもそも法による市場の環境整備が必要になるということで

ある。例えば、金融商品取引法（以下「金商法」という。）における情報開

示規制・業務監督規制・行為規制といった様々な規制により、市場の健全

性と業者の行為水準が保たれることによって初めて、投資家が当該投資商

品のリスクを把握した上で自らの意思で投資判断をなしたのだから、その

リスクが現実化し損失を被ったとしても、それは本人の自己責任であると

いう理由が成り立つ。そして、不当な勧誘により投資家の自己決定が阻害

された場合には、もはや投資家本人の自己責任を問うことはできないた

め、業者に不当勧誘に係る損害賠償等の責任が発生することになる。さら

に、このような場合であってもなお、投資家自身にも投資による損失の発

生・拡大につき一定程度加担したと考えられる事情がある場合に、過失相

殺の道が開かれるのである。

これに対して、暗号資産（仮想通貨）取引をめぐっては、①そもそも暗

号資産の有用性について評価が固まっていない、②支払手段（通貨）とし

ての利用ではなく、もっぱら投機対象化している、③法規制が未整備で

あったという特徴がある。

すなわち、資金決済に関する法律（以下「資金決済法」という。）の平成

28年改正（平成29年4月施行）によって、仮想通貨と法定通貨を交換す

る取引所・販売所等の「暗号資産（仮想通貨）交換業」に登録制が導入さ

れるまでは、そもそも仮想通貨には特段の規制がない状態にあった。その

後、仮想通貨の価格が乱高下し投機対象化されていること、暗号資産交換

業者の広告において投機的取引を助長する過度な広告がなされているこ

と、利用者の中には暗号資産のリスクについて認識が不十分な者が存在す

ること、国内の仮想通貨取引全体の約8割が証拠金取引（仮想通貨デリバ
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ティブ取引）であること等を踏まえて30、資金決済法および金商法の令和

元年改正（令和2年5月施行）がなされ、次のような利用者保護に資する

規定が整備されることとなった31。まず、改正資金決済法では、暗号資産

交換業者に対して、①暗号資産は法定通貨ではないことや価値の変動・損

失のリスクがあるといった暗号資産の性質について、広告における表示

（63条の9の2）と説明（63条の10）を義務化、②契約の締結・勧誘・広

告をするに際して、虚偽表示・誤認させるような表示をすることを禁止

（63条の9の3第1号・2号）、③契約の締結・勧誘・広告をするに際して、

投機目的で暗号資産の売買・交換を行うことを助長するような表示を禁止

（同条3号）、④不招請勧誘・適合性原則に反する行為・断定的判断の提供

行為を禁止（同条4号、暗号資産交換業者に関する内閣府令20条3～5号・

6号・7号）する規定が置かれた。また、改正金商法において、①金融商

品の範囲に暗号資産を追加（2条24項3号の2）することにより、暗号資

産を原資産とするデリバティブ取引が金商法の規制対象となり、既存のデ

リバティブと同様の行為規制すなわち契約締結前の書面交付義務（37条

の3）・虚偽告知の禁止（38条1号）・断定的判断の提供禁止（38条2号）・

不招請勧誘の禁止（38条4号、金商法施行令16条の4第1項1号ニ）が及

ぶことになった上に、②暗号資産交換業者に対する規制と同様の内容を暗

号資産デリバティブ取引を行う金融商品取引業者にも課すべく、暗号資産

の性質に関する説明義務（43条の6第1項）・契約の締結・勧誘に際して

誤認させるような表示の禁止（同条2項）規定が設けられ、さらに③個人

利用者がなす暗号資産デリバティブ取引のレバレッジ倍率を2倍までとす

る上限（金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項47号・48号、同条

30	　金融庁における有識者会議『仮想通貨交換業等に関する研究会報告書』
（平成30年12月）1頁・8頁・16頁参照。

31	　この他、法定通貨との誤認防止や国際的な動向を踏まえて、「仮想通貨」
の呼称を法令上「暗号資産」に変更することにしたため、以下では基本的
に「暗号資産」の呼称を用いている。
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41項・42項）が課されることとなった32。

そうすると、本件商品①DVDと②VIPクラスセットの販売が開始され

た平成28年10月において、暗号資産に関して何ら法規制は存在していな

かった。また、本件商品②と③の特典セミナーや合宿が開催されたのは平

成29年1月または2月であり、本件商品③のハイスピード自動AIシステ

ムの利用が可能になったのは平成29年5月頃であったところ、投資家が暗

号資産に関するリスクを認識し自己決定を可能とするための基盤となる説

明義務・情報開示規制・広告規制、投機的取引を抑制し適正な取引を確保

するための広告規制・レバレッジ規制、いずれの法規定も未だ整備されて

いない状況にあった。従って、本件商品の販売・勧誘がなされた当時の暗

号資産取引市場は、「自己決定―自己責任」の原則が妥当する投資市場と

して醸成されているとは言いがたく、過失相殺をすべき前提が欠ける。

（２）情報商材という商品およびその販売勧誘の特徴

また、そもそも本件は投資判断における不当勧誘が問題となっているの

ではなく、情報商材という商品の販売・勧誘をめぐる違法性を問題として

いる。

情報商材とは、①副業、②ギャンブル、③投資で儲けるためのノウハウ

や必勝法という「情報」を販売するものである。例えば、①について、ブ

ログのアフィリエイト広告や動画視聴サイトの広告収入で稼げる方法を伝

授すると謳ったもの、②について、パチンコやパチスロの攻略情報を教え

32	　以上の法改正の概要については、高橋康文編著・堀天子＝森毅著『新・
逐条解説	資金決済法』（金融財政事情研究会・2021年）10頁・269頁以下、
堀天子『実務解説資金決済法〔第5版〕』（商事法務・2022年）329頁以下、
小澤裕史ほか「金融商品取引法の一部改正の概要─暗号資産を用いた新
たな取引および不公正な行為への対応」商事法務2204号（2019年）4頁以下、
鈴木善計ほか「暗号資産に関する資金決済法及び金融商品取引法等の改正」
時の法令2092号（2020年）4頁以下参照。
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るという雑誌広告を見て電話による問い合わせをなした者に、攻略情報を

販売するもの、③について、外国為替証拠金取引（FX）やバイナリーオ

プション取引の分析ツールが入ったUSBメモリを販売する商品などが典

型である。また、情報の販売だけでなく、これに付随して、直接指導を受

ける機会と称して、セミナーの受講契約・SNSでのサポート・コンサル

ティング契約といった役務提供契約が締結されたり、投資用ソフト・自動

売買ツール・競馬予想ソフトといったソフトウェアの購入・利用契約が締

結されたりもする。本件においても、DVDという形で情報そのものを販

売（本件商品①）するだけでなく、セミナー・合宿の開催やSNSでのア

フターフォローという役務提供（本件商品②③）と自動取引ツールの販売

（本件商品③）がなされている。近年、このような情報商材の購入をめぐ

るトラブルが増加の一途をたどっているところ33、問題の本質は次の2点に

あると言える。

第一に、情報商材は、「購入する前にその商品の価値を確かめることが

できない」という特徴を持つ。つまり、購入して得た情報に従って試して

みて初めて、その情報（商品）に価値があるのかどうかが分かるという代

物である。従って、儲けるノウハウ・必勝法があると謳っていながら、「通

り一遍の内容であった」・「一般的な説明であった」こと自体が不当である。

第二に、情報商材の販売をめぐるもう一つの特徴は、その勧誘手法にあ

る。例えば、パチンコ・パチスロでの必勝法があると謳う情報商材の販売

では、提供情報通りの手順を試みても奏功しないとの購入者の苦情に対し

て、「より高額の代金を支払えばより効果のある情報を購入できる」・「よ

り上級会員となればやり方が簡単で確実に勝てる攻略情報を教える」など

33	　最近は特にSNSを利用しての勧誘による販売が広がりを見せており、SNS
での勧誘という特徴を踏まえた被害実態の把握・解決策を検討する必要も
出てきている。この点に関して、山田茂樹「情報商材等に関する消費者被
害の現状と法的課題」現代消費者法54号（2022年）58頁参照。
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言葉巧みに何度も契約を締結させ、かつ、より高額の情報購入へ誘うとい

う仕組みが構築されている34。そして、このように勧誘手法が組織的に構

築されているため違法性が強いとして、消費者はギャンブルという射倖目

的で購入しているにもかかわらず、過失相殺がなされていないという特徴

がある35。

本判決は、①本件DVDで暗号資産取引について「利益を得る一般的な

方法は説明されていること」、②セミナーや合宿が開催されていること、

③ハイスピード自動AIシステムが一応提供されていることを捉えて、「本

件各商品等の提供が一定程度認められる」ことから、消費者契約法の不当

勧誘規定が適用されるような勧誘態様があったとしても、「過失相殺をす

べきではないというほどまでYらの不法行為の違法性が重大であるとは

いえない」とする。

しかし、まず、「参加者にわずか3ヶ月で16億円稼がせた“秘密の手続

き”」・「実践者がたった半年ほどの間に16億円も稼いでしまった日本初公

開の最新の方法」・「塾生に3ヶ月で16億円稼がせたノウハウを完全解説」

などの勧誘文言によって本件DVDを販売したことは、具体的な数値を挙

げて短期間で利益があげられることを強調し、かつ、「秘密」・「日本初公

34	　拙稿「パチスロ攻略情報と断定的判断の提供」河上正二＝沖野眞已編『消
費者法判例百選〔第2版〕』（有斐閣・2020年）91頁参照。

35	　パチンコ・パチスロ攻略情報提供契約の不当性を争う裁判例においては、
「絶対儲かる」旨の勧誘言辞が、消費者契約法4条1項2号の断定的判断の提
供にあたるとして、同号に基づく意思表示の取消と不当利得返還請求がな
されると共に、このような断定的判断の提供が認められることを基礎に不
法行為が成立するとして代金相当額の損害賠償請求がなされるところ、①
名古屋地判平成19年1月29日LEX/DB文献番号25437089、②名古屋地判平
成23年5月19日消費者法ニュース89号138頁、③東京地判平成23年12月6
日LEX/DB文献番号25490162、④東京地判平成24年2月23日LEX/DB文献
番号25491994は、不法行為に基づく損害賠償請求を認めるがいずれも過失
相殺を行っていない。
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開の最新」などという表現を用いて利益を上げるための特別なノウハウが

あると誤解させるものであるから、消費者契約法4条1項2号の断定的判

断の提供にあたる可能性がある。そして、情報商材は購入前にその情報の

真偽・価値を確かめることができないものであるから、本件DVDの内容

が、上記断定的判断の提供にあたり得る勧誘文言によって購入者に期待を

抱かせた内容の情報とは異なり、暗号資産取引についての一通りの説明・

暗号資産によって利益を得る一般的な方法の説明に過ぎなかったことは、

欺罔性の強い商品である。ハイスピード自動AIシステムについても、「日

本初公開の最新テクノロジー」・「人工知能があなたの代わりにものすごい

スピードで資金を増殖させてくれる驚愕のシステム」などと謳ってAIに

よる自動取引が行われる特別なシステムであるかのごとき説明をしておき

ながら、その実はフォローするトレーダーの中に学習型AIを使用して取

引を行う者がいるに過ぎなかったことは、説明と著しく異なるものであ

る。いずれも「本件各商品等の提供が一定程度認められる」からといって

事業者の不当性が弱まるものではない。

さらに、上記（１）で述べた通り、暗号資産取引市場は未成熟な市場で

あったため、「秘密の」・「初公開の」ノウハウがあるという謳い文句や、

「人工知能」・「最新テクノロジー」という謳い文句は、そのような特別な

方法や自動取引ツールがあると信じさせる素地があったのであり、「誰で

も簡単に確実に稼ぐことができる方法があるといった勧誘内容を信じた」

ことの過失を問うべきではない。

２．支配性要件の充足

次に、仮に過失相殺すべき事案であったとしても、①係争利益の把握可

能性に鑑みると支配性を欠いていない、②簡易確定手続における審理上の

工夫が可能であるから支配性を欠くとして訴えを却下すべきではない、と

考えられる。
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（１）係争利益の把握可能性

本件で原告が主張する、対象消費者が被った損害は、本件各商品の売買

代金相当額である。売買代金相当額の損害賠償は、消費者にとっては「原

状回復的損害賠償」に過ぎず、他方、不当勧誘と認められて不法行為に基

づく損害賠償義務を負うこととなった事業者にとっては、不当な行為に

よって得た「利益の吐き出し」に過ぎない。特に本件では、被告自らが購

入者数を陳述し事実認定されているため、届出債権数および債権額の総額

が増大する可能性は考えにくい。また、過失相殺される場合、被告にとっ

ては損害賠償額が減るのであって、増えることはない。従って、損害額の

上限は定まっており、損害額が見通せない・係争利益の把握が困難なため

にどの程度の資源を割いて応訴すべきか被告の手続保障に欠けるという問

題は生じない。このように係争利益の把握可能性という点での過大な応訴

負担はない事案と考えられるから、支配性を欠くとまでは言い難い。

（２）簡易確定手続における審理上の工夫

仮に過失相殺すべき事案とした場合、問題となるのはむしろ裁判所に

とっての審理負担であろう。そこで、この点について、簡易確定手続にお

ける審理上の工夫によって負担を軽減できないか検討してみたい。

筆者の立場は、そもそも暗号資産が投資というより投機対象となってお

り、かつ、本件各商品の販売当時、投資家の自己決定を可能にするような

法基盤の整備もなされていなかったのであるから、過失相殺すべき事案で

はないと考えるものであるが、仮に過失相殺すべきであったとしても、投

資経験や知識といった各消費者の個別属性にかからしめるべきではないと

考える。むしろ、「商品の購入時期」という区分によって対象消費者をグ

ループ化し、グループ毎に一律の割合での過失相殺をなすという方法を提

案する36。これは、本件共通義務確認訴訟において対象消費者の範囲（対

36	　対象消費者をグループ化して過失割合を類型化するというアイデア自体
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象消費者目録）は商品ごとに「平成28年10月1日以降に購入した者」と

しか特定（記載）されていないが、例えば、法規制が全く存在していなかっ

た頃までに購入した者、その後のみなし登録業者による暗号資産流出など

暗号資産をめぐる事件報道が活発化した後に購入した者、資金決済法と金

商法の改正法が施行された以降に購入した者等とでは、暗号資産に対する

リスクの認識の高まり具合と、それに伴って、儲かる手口を教えるという

情報の価値に対する期待の要保護性の度合いが異なってくるとみることも

考えられるからである37。

３．因果関係をめぐる支配性要件について

最後に、本判決は、なお書きで、仮に過失相殺の点で支配性を欠いてい

ないとしても、本件商品①DVDについては因果関係につき支配性を欠く

とした。また、商品②VIPクラスセットおよび③パルテノンコースについ

ても、購入経緯に個別性が強いということを指摘しており、明確に因果関

係の点での支配性欠缺に言及するものではないものの、商品②③について

も因果関係の点で支配性を欠くとされる可能性がある。そこでこれら因果

関係をめぐる支配性要件について検討する。

本判決は、商品①の販売当時「仮想通貨による稼ぎ方に関する情報」が

「一般に知れ渡っていない」ことを捉えて、Yの勧誘言辞によって誤信し

たからではなく、単に暗号資産で稼ぐ方法に興味を抱いたから購入したと

いう場合も予想され、各消費者の購入動機・経緯について個別事情を審理

する必要があるから因果関係の点で支配性を欠くとする。

は、町村・前掲注（6）69頁を参考にした。
37	　ただし、グループ化すると多数性要件の充足があやうくなるというトレー

ドオフの問題につき山本・前掲注（6）157頁。もっとも、本件各商品の購入
者は、①が約4000人、②が約1500人、③は約1200人であるから、購入時期
によって区分したとしても、多数性要件の充足は可能ではないかと思われる。
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しかし、情報商材は購入前にその商品の価値を確かめることができず、

暗号資産が投機対象として一部の間で過熱していた「一般に知れ渡ってい

ない」頃であったからこそ、Yの断定的判断の提供にあたる（可能性のあ

る）勧誘文言・表示によって、確実に稼げるノウハウがあると「誤信」し

て購入したというのが、購入した大半の消費者の動機と推認されよう。

従って、簡易確定手続においては、消費者が陳述書やアンケートを提出し

た上で、これを覆すに足りる事情の有無を審理することとなり、「網羅的

に対象消費者の尋問が必要になるとは考え難い」ため、支配性を欠くと解

することはできない。

また、商品③パルテノンコースについては、商品①②の購入者にのみ案

内して販売されたものであるから、Yの主張するように最初に購入した商

品①②に満足したからこそ③を購入したのか、それとも、商品①②の

DVDやセミナーの内容が通り一遍のものであって期待した効果が得られ

ないから、より高額の商品であるパルテノンコースの自動AIシステムを

利用すればより確実に簡単に稼げると期待して約50万円もする商品③を

追加購入したのか、いずれであるか問題となる。この点、本案審理がなさ

れず、因果関係を判断審理するための前提となる事実認定が不足している

が、情報商材の勧誘事案に見られる、購入した情報で効果が出ないとの不

満を抱いた消費者に対して、より簡単に確実に稼げる方法があると称し

て、別のしかもより高額な商品を購入させるという、いったん商品を購入

した消費者をさらに搾取するという販売手法が構築されていることに鑑み

れば、後者の動機が一般的であると推認する余地がある。

おわりに

本件は、支配性要件を欠くとして訴えを却下されたが故に本案審理に進

めず、Xの主張する「Yらの勧誘が違法性を帯び不法行為を構成」するか
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否かについての判断は留保されたままである。この点、特に過失相殺を理

由とした支配性欠缺による訴え却下は、次のような問題をもたらすように

思われる。

過失相殺とは、実体法上は、不法行為成立のための積極要件4つを全て

充足した場合すなわち損害賠償義務の存在が確定した上でなされる、賠償

額の減額調整という後処理の問題であって、損害賠償義務という債務の存

否に関わるものではない。また、共通義務確認訴訟において争われる義務

の存否はあくまで「共通義務」の存否であって、個々の対象消費者との関

係で事業者が負うことになる個別債務ではない。従って、仮に後続の簡易

確定手続において過失相殺によって個々の債権額の調整が必要となるとし

ても38、多数性と共通性を充たすのであれば、不法行為に基づく損害賠償

義務という金銭支払に係る共通義務を負うか否かについて、共通義務確認

訴訟において判断することは可能なように思われる。ところが、共通義務

確認訴訟において支配性要件は訴訟要件であるから、同要件を欠くと、簡

易確定手続に進めないどころか、共通義務確認訴訟における本案審理にさ

え進めないため、損害賠償義務の存否についての判断がなされないままと

なる。

義務の存否について判断が留保されたままとなることがもたらす一つの

問題は、たとえ積極要件を全て充足して損害賠償義務が認められ得る事案

であったとしても、損害賠償義務があるという判断が下されないままとな

38	　簡易確定手続における「債権額」の確定にあたって、対象消費者によっ
て過失相殺の有無や割合が異なるため、①被告事業者の係争利益の把握が
困難、②裁判所の審理負担が大きいという問題については、本稿四、2．（1）
で述べた通り、不当勧誘事案においては、不当利得返還請求・損害賠償請
求のいずれであっても、「代金相当額」に個々の債権額の上限は限定される
ため被告事業者の係争利益が把握困難となるという問題は存しないと考え
られるし、審理上の工夫が可能であれば裁判所の審理負担も一定程度軽減
できると思われる。
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るケースが生ずるということである39。特に、不当勧誘被害の場合には被

告事業者から過失相殺が抗弁として主張されることも多く、支配性要件の

充足が問題となる結果、多くの場合に本案審理にまで至らないということ

になりはしないか懸念される。

もう一つは、情報商材の販売や給与ファクタリングのような「当該商法

自体の不適法性」を問題として訴訟提起がなされる場合、対象消費者の金

銭的な被害回復という紛争解決の有用性とは別に、事業者が損害賠償義務

を負うか否かつまり不適法な商法なのか否か裁判所が判断を下すこと自体

に意義が見いだされることを見過ごしているという点である40。もっとも、

39	　反対に、義務の存否について否定的判断が予想される場合には、訴訟要
件不充足を理由に訴えを却下されることにメリットもある。すなわち、損
害賠償義務がないという請求棄却の判決が下った場合、本案判決は原告特
定適格消費者団体以外の団体にも効力が及ぶため、もはや同一事案で共通
義務確認訴訟を提起することができなくなり、消費者については届出消費
者にしか既判力は及ばないものの、一般民事訴訟を提起した場合に、同一
の被告・同じような勧誘態様であって、既に共通義務確認訴訟において損
害賠償義務がないと判断されたことが、一般民事訴訟における損害賠償義
務の存否の判断に影響を及ぼす可能性も否定しきれないであろう。このよ
うな既判力の遮断効や一般民事訴訟に及ぼす影響可能性に鑑みると、請求
棄却となるより訴え却下とされる方がかえってよいということも考えられ
る。

40	　裁判例（2）の給与ファクタリング訴訟では、簡易確定手続における金銭的
な被害回復が十分には見込めなかったが、原告特定適格消費者団体は、「共
通義務確認訴訟を提起し、給料ファクタリング事業者に対する返還義務が
確認できると、同一の商法の撲滅につながるという社会的意義」を重視し
て訴訟提起したと述べる。長田・前掲注（24）17頁・19頁。

適格消費者団体のなす差止請求訴訟が同様の社会的機能を果たすと考え
られるところ、差止請求訴訟は消費者契約法・特商法・景表法・食品表示
法に基づくものであるため、それらの法適用場面ではない場合、特例法に
よる被害回復制度に基づく訴訟提起しかできず、給与ファクタリングはま
さにそのケースであった。

もっとも、差止請求訴訟制度は適格消費者団体に「実体法上の差止請求
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簡易確定手続によって各対象消費者の金銭的被害回復が図られるという本

来の制度目的と切り離して、共通義務確認訴訟における本案判決が下され

ること自体に意義を見いだすことは、特定適格消費者団体に固有の訴えの

利益（確認の利益）を認めることにもつながり、特定適格消費者団体に原

告適格が与えられる法律的構成の議論に関わってくる41。民事訴訟法学の

議論と密接に関わるため、本稿ではあくまで問題提起に留め、今後の検討

課題としたい。

さらに、特例法に基づく裁判例が少しずつ現れてきた中で、支配性要件

の運用解釈の方針を明確なものにしてゆくにあたっては、簡易確定手続に

おける審理負担は実際にどの程度のものだったのかについても検証する必

要があると思われる。簡易確定手続に進んだ裁判例（1）ないし（3）につい

て、原告特定適格消費団体のウェブサイトで公表されている情報によれ

ば、その経過は様々であり、中には共通義務確認訴訟で一般的に認められ

るのが相当とした因果関係をめぐって届出債権のほとんどについて認否が

権」を付与するという構成を採用したものであることを論拠に、消費者の
主観的権利を超えた法益の保護手段として用意されているのが差止請求訴
訟制度であるところ、特例法は「消費者の主観的権利実現に集中する」の
が「適切な役割分担」であるとの主張もなされている。菱田雄郷「消費者
裁判手続特例法の定める共通義務確認訴訟の諸問題」消費者法研究7号

（2020年）97–98頁参照。
41	　そもそも集合訴訟における保護法益は何かという問題、その上で特例法

が対象とすべき保護法益は何かという問題、特例法の原告適格が誰に認め
られるべきかという問題、特定適格消費団体に原告適格を認める法律的構
成と検討すべき点が多岐にわたる。これら議論状況については、菱田・前
掲注（40）88頁以下で分かりやすく整理されている。また、実体法学者が
これらの問題を分析するものとして、千葉惠美子「実体法の観点から見た
消費者裁判手続特例法に基づく被害回復制度の位置づけ─集団的消費者
利益とその実現の担い手との関係に着目して」法の支配182号（2016年）55
頁以下参照。
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争われているものもある42。また、個別提訴の場合との審理負担や審理内

容の比較という点での検証も、今後裁判例が積み重なってゆく中で可能に

なってくると思われる43。

本件は、令和3年12月28日に上告および上告受理申し立てがなされて

いる。どのような判断が下されるのか注視しつつ、より検討を深めたい。

＊本稿は、JSPS科研費21K01217の助成を受けた研究成果の一部である。

42	　裁判例（3）において、届出債権2034個中1545個について、対象消費者への
アンケートにおいて志望理由につき「合格可能性が高いと判断したため」を
選択しなかった者は、「合格可能性が低くても入学試験に挑戦した者であり
判断基準が事前に知らされていたとしても出願した事情がある者と考えら
れる」として事業者が否認している。原告特定適格消費者団体である消費者
機構日本のウェブページ〈http://www.coj.gr.jp/trial/topic_220831_01.html〉

（2022年11月30日最終確認）参照。
43	　裁判例（2）の給与ファクタリングについて集団訴訟が提起されていること

は本稿注（25）で既に触れたところであるが、裁判例（1）について女性40名
が原告となり集団訴訟が提起され東京地判令和4年9月9日（医学部不正入
試における女性差別対策弁護団ウェブサイト掲載〈https://fairexam.net/〉
2022年11月30日最終確認）が下されており、裁判例（3）について女性13名
が原告となり集団訴訟が提起され東京地判令和4年5月19日（裁判所ウェブ
サイト）が下されている。




